
衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
松平浩一議員（立憲）

「戒告」を受
とができたか，

1問従来，司法書士・土地家屋調査士は，
けた場合に，取消訴訟を提起して争うこ
法務当局に問う。

（答）

従来，司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は，名宛て
人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に，行政事
件訴訟法第3条第2項にいう 「行政庁の処分その他公権力の行
使に当たる行為」に当たらず，戒告を受けた者は， 当該戒告に

ついて，取消訴訟を提起して争うことはできないと解されてき
たものと承知している （注） 。

(注）東京高判平成20年6月24日は，司法書士に対する戒告の処分

について処分取消しの請求がされた事案において， 「本件戒告は行政

事件訴訟法3条2項にいう 「行政庁の処分その他公権力の行使に当た

として,訴えを却下した原審の判決を維持して，

控訴を棄却した。

その理由中においては， 「司法書士に対する戒告がされると，被処

分者の氏名や戒告の内容が公告され（司法書士法51条） ， さらには

日本司法書士会連合会の定期刊行物やホームページに公開される結果，

被処分者の社会的信用が低下するおそれがあり，これをもって戒告の
その効果は，あくまで事実上のも結果ということができるとしても，

のであって法律上のものとはいえず,戒告後も被処分者は司法書士の

資格を持ちその業務を遂行できることに何ら変わりはないから,ZO

ことから戒告に処分性を認めることはできず,控訴人の主張は採用す

なることができい。 」 とも判示している。

(参照条文）

○新司法書士法

－ 1－



○新土地家屋調査士法

－2－

改正法 現行法

(懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司

法書士法人にこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反する事実がある

と思料するときは、 法務大臣に対し、

当該事実を通知し、適当な措置をと

ることを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったと

きは 、 法務大臣は、通知された事実

について必要な調査をしなければな

らない。

3 法務大臣は、 第四十七条第一号若

しくは第二号又は前条第一項第一号二

若しくは第二号に掲げ豆処分をしよ
幸

フ とするときは、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第十三条第一

項の規定による意見陳述のための手

続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。

4． 5 （略）

(懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司

法書士法人にこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反する事実がある

と思料するときは、 当該司法書士又

ゴ
ー
の長に対し、当該事実を通知し、適

当な措置をとることを求めることが

できる。

2 前項の規定による通知があったと

きは 、 同項の法務局又は地方法務局

の長は、通知された事実について必
－

要な調査をしなければならない。

3法務局又は地方法務局の長は、 第－

四十七条第二号又は前条第一項第二

号若しくは第二項第二号の処分をし

ようとするときは、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十三条第

一項の規定による意見陳述のための

手続の区分にかかわらず、聴聞を行

わなければならない。

4． 5 （同上）

改正法 現行法

(懲戒の手続）

第四十四条何人も、調査士又は調査

士法人にこの法律又はこの法律に基

づく命令に違反する事実があると思

料するときは 、 法務大臣に対し、当

該事実を通知し、適当な措置をとる

(懲戒の手続）

第四十四条何人も、調査士又は調査

士法人にこの法律又はこの法律に基

づく命令に違反する事実があると思

料するときは 、 当該調査士又は当該

調杏士法人の事務所の所在地を管轄



○行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）

（抗告訴訟）

第三条

2 この法律において「処分の取消しの訴え」 とは、行政庁の処分その他公権力

の行使に当たる行為（次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単

に「処分」 という。 ）の取消しを求める訴訟をいう。

3～7 （略）

○行政手続法（平成五年法律第八十八号）

（定義）

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

一 （略）

二処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 （略）

－3－

ことを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったと

きは 、 法務大臣は、通知された事実

について必要な調査をしなければな

らない。

3 法務大臣は、 第四十二条第一号若

しくは第二号又は前条第一項第一号

若しくは第二号に掲げる処分をしよ
ｰ

フ とするときは、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第十三条第一

項の規定による意見陳述のための手

続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。

4． 5 （略）

する法務局又は地方法務局の長に対

し、当該事実を通知し、適当な措置

をとることを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったと

きは 、 同項の法務局又は地方法務局

の長は、通知された事実について必
一

要な調査をしなければならない。

3 法務局又は地方法務局の長は、墓

一

よ
＞

フ とするときは、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十三条第

一項の規定による意見陳述のための

手続の区分にかかわらず、聴聞を行

わなければならない。

4． 5 （同上）



四不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接

に、 これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次の

いずれかに該当するものを除く。

イ事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明ら

かにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該

申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

二許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった

事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五～八 （略）

（不利益処分をしようとする場合の手続）

第十三条行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従

い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者に

ついて、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一次のいずれかに該当するとき聴聞

イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する

不利益処分をしようとするとき。

ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、

名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会

員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めると

き。

二前号イから二までのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与

2 （略）

○行政不服審査法（平成五年法律第八十八号）

（目的等）

第一条 （略）

2行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下単に「処分」という。 ）

に関する不服申立てについては､他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、

この法律の定めるところによる。

（処分についての審査請求）

－4－



二条行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるとこ

ろにより、審査請求をすることができる。

(不作為についての審査請求）

三条法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請

から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為（法令に基づく申

請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。 ）がある場合には、

次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができ

第二条宿

ろにより

第三条

る。

‐5－



衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
松平浩一議員（立憲）

2問改正法案施行後に，司法書士・土地家屋調査士が，
聴聞を経て「戒告」を受けた場合に，取消訴訟を提起し
て争うことができるか，法務当局に問う。

（答）

改正法案においては，戒告処分についても，聴聞を行わなけ
ればならないこととする規定（新司法書士法第49条第3項，

新土地家屋調査士法第44条第3項）を設けており， この規定
を設けることで， この戒告処分が行政手続法上の不利益処分に
位置付けられるものとなることを前提としている。

このことも踏まえると，改正法案の施行後において，改正後

の規定に基づき司法書士・土地家屋調査士が戒告を受けた場合
には，戒告を受けた者は， 当該戒告について，取消訴訟を提起
して争うことができると考えられる。

（参照条文）

○新司法書士法

－ 1 －

改正法 現行法

(懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司

法書士法人にこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反する事実がある

と思料するときは、 法務大臣に対し、

当該事実を通知し、適当な措置をと

ることを求めることができる。

(懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司

法書士法人にこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反する事実がある

と思料するときは、 当該司法書士又

は当該司法書士法人の事務所の所在

地を管轄する法務局又は地方法務局

の長に対し、当該事実を通知し、適
一

当な措置をとることを求めることが



－2－

2 前項の規定による通知があったと

きは 、 法務大臣は、通知された事実

について必要な調査をしなければな

らない。

3 法務大臣は、 第四十七条第一号若

しくは第二号又は前条第一項第三号二

若しくは第二号に掲げる処分をしよ
ｰ

フ とするときは、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第十三条第一

項の規定による意見陳述のための手

続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。

4． 5 （略）

できる 0

2 前項の規定による通知があったと

3

きは 、
同項の法務局又は地方法務局

の長は、通知された事実について必
－

要な調査をしなければならない。

法務局又は地方法務局の長は、 鐙

四十七条第二号又は前条第一項第二、グ

号若しくは第二項第二号Q処分をし

ようとするときは、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十三条第

一項の規定による意見陳述のための

手続の区分にかかわらず、聴聞を行

わなければならない。

4． 5 （同上）

改正法 現行法

(懲戒の手続）

第四十四条何人も、調査士又は調査

士法人にこの法律又はこの法律に基

づく命令に違反する事実があると思

料するときは 、 法務大臣に対し、当

該事実を通知し、適当な措置をとる

ことを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったと

きは、法務大臣は、通知された事実

について必要な調査をしなければな

らない。

3 法務大臣は、 第四十二条第一号若

1ゞくは笛二号又は前条第一項第一号

(懲戒の手続）

第四十四条何人も、調査士又は調査

士法人にこの法律又はこの法律に基

づく命令に違反する事実があると思

料するときは、

調査士法人の鬘

当該調査士又は当該

畜所の所在地を管轄

する法務局又は地方法務局の長に対

し、当該事実を通知し、適当な措置

をとることを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったと

きは、同項の法務局又は地方法務局

の長は、通知された事実について必
－

要な調査をしなければならない。

3法務局又は地方法務局の長は、菱

四十二条第二号又は前条第一項第二

号若しくは第二項第二号の処分をし

巧 ‘．
→

弓”



○行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）

（抗告訴訟）

第三条

2 この法律において「処分の取消しの訴え」 とは、行政庁の処分その他公権力

の行使に当たる行為（次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単

に「処分」 という。 ）の取消しを求める訴訟をいう。

3～7 （略）

○行政手続法（平成五年法律第八十八号）

（定義）

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

一 （略）

二処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 （略）

四不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接

に、 これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次の

いずれかに該当するものを除く。

イ事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明ら

かにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該

申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

二許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった

事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

－3－

若しくは第二
ｰ

フ

号に掲げる処分をしよ

とするときは、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第十三条第一

項の規定による意見陳述のための手

続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。

（略）4． 5 ．

ようとするときは、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十三条第

一項の規定による意見陳述のための

手続の区分にかかわらず、聴聞を行

わなければならない。

4． 5 （同上）



五～八 （略）

（不利益処分をしようとする場合の手続）

第十三条行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従

い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者に

ついて、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一次のいずれかに該当するとき聴聞

イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する

不利益処分をしようとするとき。

ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、

名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会

員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認める

とき。

二前号イから二までのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与

2 （略）

○行政不服審査法（平成五年法律第八十八号）

（目的等）

第一条 （略）

2行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下単に「処分」という。 ）

に関する不服申立てについては､他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、

この法律の定めるところによる。

（処分についての審査請求）

第二条行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるとこ

ろにより、審査請求をすることができる。

（不作為についての審査請求）

第三条法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請

から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為（法令に基づく申

請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。 ）がある場合には、

次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができ

る。

－4－



民事局作成
議員（立憲）

(対閃ヨ･副大臣･政務官）
5月31日（金）衆・法務委 松平

一
壮
恒

澗

法務大臣に問う。

〔前提〕

我が国においては，複数の専門職者が，それぞれ

の専門性を遺憾なく発揮して，利用者に対して法的

なサービスを提供しており，このようなそれぞれの

専門性を踏まえた役割分担は，重要であると認識し

ている。

もっとも，複数の専門職者が存在することで，利

用者からすると，どの専門職者に依頼をすればよい

かが分かりにくいといった問題も生まれるものと

考えられる。

〔結論〕

法務省としては，利用者が，適時に各専門職者か

ら適切なサービスの提供を受けることができるよ

うに，関係機関とも連携しつつ，利用者が必要な情

報を取得することができるよう，取り組んでまいり

立二'△(注)_J
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(注）各専門職者の団体においても，それぞれの資格者の專
門性を国民にアピールし,利用者が円滑に資格者から法的サ
－ビスの提供を受けることができるように,PR活動を行っ

ているo法務省としても，司法書士会や土地家屋調査士会の
行うこのような活動と連携。協力を図っている。
例えば，法務局が，司法書士，士地家屋調査士等の団体等
と連携して，司法書士，土地家屋調査士による相談の機会を
提供するといった取組を行っており，近年では， 「全国一
斉！法務局休日相談所」 （法務局職員，司法書士，土地家屋
調査士，人権擁護委員等が無料で相談を行うもの。 ）が毎年
開催されて↓ る。、

内線■ 携帯 |】【責任者：民事局 村松民事第二課長
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民事局作成
源馬謙太郎議員（国民）

(対大臣・副大臣・蔽落壱1）
5月31日（金）衆・法務委

に問う。

〔現行法の趣旨〕

現行の司法書士法第1条・土地家屋調査士法第1

条は，昭和53年の法改正の際に新設されたもの

で，法律自体の「目的」を定める規定である。

〔現状一役割の重要性〕

その後， 司法書士・土地家屋調査士は，専門資格

者としてその職域を確立し，近年は， その業務範囲

が拡大し，社会において重要な役割を果たすように

なってきている。

また，最近では，所有者不明土地問題の解決等の

ため登記制度の適正化が重要な課題となっており，

その専門職者としての職責は極めて重くなってい

るといえる。

〔改正法の趣旨一使命と職責の自覚〕

このような状況を踏まえると， 司法書士・土地家

11



犀調査士が，我が国社会において専門家として認知

されていることを前提に，その使命を明らかにする

規定を設けることにより，個々の司法書士・土地家

屋調査士の方々に自らの使命感と職責をさらに高

めていただき，幅広い分野において活躍していただ

〈ことは重要であると考えられる。

そこで，今般， 司法書士法及び土地家屋調査士法

に使命規定を設けることとしたものであ壷』

（参照条文）

○新司法書士法

○新土地家屋調査士法

2

改正法 現行法

(司法書士の使命）

第一条 司法書士は、この法律の定める

ところによりその業務とする登記、供

託、訴訟その他の法律事務の専門家と

して、国民の権利を擁護し、もって自

由かつ公正な社会の形成に寄与するこ

とを使命とする。

（目的）

第一条 この法律は、 司法書士の制度を

壱
一
を目的とする。

改正法 現行法

（土地家屋調査士の使命）

第一条 土地家屋調査士（以下「調査士」

という。 ）は、不動産の表示に関する

登記及び土地の筆界(不動産登記法(平

成十六年法律第百二十三号）第百二十

三条第一号に規定する筆界をいう。第

(目的）

第一条この法律は、土地家屋調査士の

制度を定め、その業務の適正を図るこ

とにより、不動産の表示に関する登記

壬椿の口シ吾か圭満lr沓1 ． ＆､./-〕イ不動

産に係る国民の権利の明確化に寄与



三条第一項第七号及び第二十五条第二 することを目的とする。

する業項 て同じ。 ）Iこおい を明らかに一、

務の専門家として、不動産に関する権

利の明確化に寄与し、もって国民生活

の安定と向上に資することを使命とす

る。
－

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 |】
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民事局作成
源馬謙太郎議員（国民）

(対大臣･副大臣･廠霧司）
5月31日（金）衆・法務委

司蔑書壬蔑天及び王晒家屋調査士法人につい
て，平成14年の改正の際に，一人法人を容認
しなかったにもかかわらず，今回容認すること
となった趣旨と背景は何か，法務大臣政務官に
問う。

亘問

〔改正法案の概要〕

（御指摘のとおり， ）改正法案では，司法書士法

人及び土地家屋調査士法人について，社員が一人で

あっても設立することができることとし， また，法

人設立後に社員が一人となった場合であっても 引

き続き法人として存続することができることとし

ている（新司法書士法第32条第1項,第44第1

項第7号，新土地家屋調査士法第31条第1項，第

39条第1項第フ号) (注1) 。

〔これまで一人法人が認められていなかった理由〕

司法書士法人・土地家屋調査士法人の制度は，平

成14年の司法書士法及び土地家屋調査士法の一

部を改正する法律（平成14年法律第S3号）によ

って導入されたが，その当時は，一人法人の設立且

存続を認める必要性に乏しいと判断されたため， こ

れを許容することとはしなかったものである（注

11



2） （注3） 。

〔近年の実態〕

しかしながら，近年では， 一人法人を許容しない

ために法人制度の利便性が損なわれてい量という

指摘がされている。

〔改正法案の概要〕

そこで，改正法案では， 社員が一人である司法書

士法人・土地家屋調査士法人の設立ロ存続を認める

こととしたものである（注4） 。

(注1） 現行法では，司法書士法人を設立する際は，社員
となろうとする司法書士が共同して定款を定めなければ
ならないとし，一人法人の設立を認めていない（司法書士
法第32条第1項，土地家屋調査士法第31条第1項） 。
また，複数いた社員が一人となり，引き続き6月間その社
員が二人以上とならなかったことを法人の解散原因とし，
一人法人の存続も認めていない(司法書士法第44条第2
項，土地家屋調査士法第39条第2項） 。

(注2） 弁護士法人制度は，平成13年，弁護士法の一部
を改正する法律（平成13年法律第41号）によって導入
されたが，その当時から，社員が一人の法人の設立・存続
が認められた。これは，その当時から，弁護士事務所のお
よそ半数が，一人の社員弁護士が，複数の勤務弁護士を雇
用するという形態であり，一人法人の設立・存続に対する
ニーズが高かったためである。

2



(注3） 平成14年4月23日参・法務委井上哲士君（共
産）に対する当局答弁
○政府参考人（房村精一君） 専門資格者の事務所を法人
化するというのは､複数の資格者が協働して利用者に良質
で多様なサービスを提供するということを可能にするこ
とを主な目的としております。そういうことからします
と、その設立には本来、二人以上の社員が要るというのが
考え芳~Z~Eてほ官然でありまして､実際にも、監査法人は
五人以上、それから特許業務法人、税理士法人はそれぞれ
二人以上の社員を必要としております。
御指摘の弁護士法人は一人法人が認められております
が
え

工手P認'）甲てふIま、言ズ罰
前

人になぜ一人法人が認められたかということにつきまし
ては､弁護士事務所の形態の特殊性、すなわち一人の経営
弁護士が数名の勤務弁護士を雇用する、いわゆる親弁型事
務所が多数あると、そしてこの親弁型事務所についても将
来の協働化等をにらんで法人化を認める必要があるとい
うことから､特に一人法人が認められたという具合に聞い
ております。
その点、司法書士等につきましては、他の特許業務法人
あるいは税理士法人と同じように､弁護士のような特殊事
情が認められないということもありまして､原則に戻りま
して二人以上の社員を要するということにしたわけでこ
ざいます。
将来、この点をどうするかということについては、今後
の司法書士事務所の在り方等を踏まえて検討していきた
いと考えております。

(注4） 改正法案では，社員が一人の法人の存続を認める
反面,社員が欠亡した法人を存続させることは適当ではな
いため,法人の社員が欠亡したことを法人の解散原因とし
て追加する改正をしている（新司法書士法第44条第1項

3



第7号，新士地家屋調査士法第39条第1項第7号） 。
また，今後，唯一の社員が欠けて法人が解散するという
事態が増加すると考えられるところ,その依頼者保護等を
図るため，解散した法人の清算人は，新たな社員を加入さ
せ,その法人を継続することができることとする規定も新
設している（新司法書士法第44条の2，新土地家屋調査
士法第39条の2） 。

（参考）一人法人を許容している他の士業法
①弁護士法（昭和24年法律第205号）
②社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）

（参照条文）

○新司法書士法

4

改
q■■■■

_L三法 王
一乱行法

(設立の手続）

第三十二条司法書士法人を設

立するには、その社員となる
＞

フ とする司法書士が、定款を

定めなければならない。

2． 3 （略）

(設立の手続）

第三十二条司法書士法人を設

立するには、その社員となる

うとする司法書士が、 共同し

て定款を定めなければならな
－

い 0

2．3 （同上）

(解散）

第四十四条 （略）
ロ 一

一一'ヘジノ、

七
一

(略）

社員の欠亡

(削る）

且司法書士法人は、前項第三
号の事由以外の事由により解
－

(解散）

第四十四条 （同上）
ロ ニ

ー一戸､ゴノ､

(新設）

(同上）

2 司法書士法人は、前項の規
－

定による場合のほか、社員が

一人になり、そのなった日か

ら引き続き六月間その社員が

二人以上にならなかった場合

においても、その六月を経過

した時に解散する。



云誰

~現一存一gJ1

5

散したときは、解散の日から
二週間以内に、その旨を、主

たる事務所の所在地の司法書
士会及び日本司法書士会連合

会に届け出なければならな
し、 0

3 （略）
一

3 司法書士法人は、
－

第一項第

三号の事由以外の事由により
－

解散したときは、解散の日か
ら二週間以内に、その旨を、

主たる事務所の所在地の司法

書士会及び日本司法書士会連
合会に届け出なければならな
い ◎

4 （同上）

(司法書士法人の継続）

第四十四条の二 司法書士法人
の漕質人は一朴邑の荻T些に上

り前条第一項第七号に該当す

ろに至った場合に限り、当該

社員の相続人1第四十六条第
三項において準用する会社法

第六百七十五条において準用

》
する者が定められている場合

にはその者）の同意を得て、

きる。

(新設）

改
1■■■■

_L－法
一

一

(設立の手続）

第三十一条調査士法人を設立
するには、その社員となろう

とする調査士が、定款を定め

なければならない。

2． 3 （略）

(設立の手続）

第三十一条調査士法人を設立

するには、その社員となろう

とする調査士が、 共同して定

款を定めなければならない。

2． 3 （同上）



6

(解散）

第三十九条 （略）
一～六 (略）

七社員の欠亡
一

(削る）

2調査士法人は、
一

前項第三号

の事由以外の事由により解散

したときは、解散の日から二

週間以内に、その旨を、主た

る事務所の所在地の調査士会

及び調査士会連合会に届け出

なければならない。

3 （略）
一

(解散）

第三十九条 （同上）
－

－一'ヘジノ､

(新設）

2
－

(同上）

調査士法人は､前項の規定
1戸士云場合のI壬か‐朴邑が一

人になり、そのなった日から

弓|き続き六月間その社員が二

人以上にならなかった場合に

おいて¥)、その六月を経過し

た時に解散する。
3調査士法人は、第一項第三
一

号の事由以外の事由により解

散したときは、解散の日から

二週間以内に、その旨を、主

たる事務所の所在地の調査士

会及び調査士会連合会に届け

出なければならない。

4 （同上）

(調査士法人の継続）

第三十九条の二 調査士法人の
浩質人は一朴邑の死亡に上り

前条第一項第七号に該当する
に至った場合に限り、当該社

員の相続人（第四十一条第三
項において準用する会社法第

六百七十五条において準用す

る同法第六百八条第五項の規
定により社員の権利を行使す

ろ者が定められている場合に

はその者）の息同室舎産 を得て、 新

たに社員を加入させて調査士
法人を継続することができ

(新設）



’’

○弁護士法（平成二十四年法律第二百五号）

（設立の手続）

第三十条の八弁護士法人を設立するには、その社員になろうとす
る弁護士が、定款を定めなければならない。

2．3 （略）

（解散）

第三十条の二十三弁護士法人は、次に掲げる理由によって解散す

る。

一～六 （略）

七社員の欠亡

2 （略）

○社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）

（設立の手続）

第二十五条の十一社会保険労務士法人を設立するには、その社員
になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならな

い。

2 （略）

（解散）

第二十五条の二十二社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によ

って解散する。

一～六 （略）

七社員の欠亡

2 （略）

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 |】

7
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民事局作成
源馬謙太郎議員（国民）

(対大臣･副大臣･廠霧菅1）
5月31日（金）衆・法務委

荊云妄否課蕊雷濡声忌歪壺籠鵠
一

つ。

〔一人法人を認めることによるメリット①〕
一人法人を許容しないことによる不都合として

は，例えば，親と子の二人が社員となって司法書士
法人・土地家屋調査士法人を設立・運営していた場
合に，その親が死亡したときには，新たに司法書士
・土地家屋調査士を社員として加入させない限り，

法人を清算しなければならなくなるといった事態

が生ずるなどと指摘されていた（注1） 。

－人法人を認めた場合には， このような不都合が

解消されるという具体的なメリットが生ずる。

〔一人法人を認めることによるメリット②〕

また，一般的に，法人化をすることで,経営・収

支状況等の透明性が確保され，国や公共団体が行う

競争入札に参加しやすくなる（注2）といった利点

も指摘されており，社員が一人であるケースについ

ても， このような利点を享受させることができるメ

リットが生ずる。
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〔結論〕

そこで，改正法案では，社員が一人である司法書

士法人・土地家屋調査士法人の設立及び存続を認め

ることとしたものであるJ

（注1）平成25年度から平成29年度までの間に解散した

司法書士法人のうち,社員が一人となった後に解散した法人

の割合は50%である。

（注2）法人化により，個人と法人の財産が明確に分離され

ることなどにより経営・収支状況等の透明性が確保され，受

託業務の履行の確実性を客観的に示すことが可能となるな

ど受託事業者としての信頼性が高まることにより，競争入札

に参加しやすくなるとの指摘がある。

その背景となる業務の拡大としては，例えば，官公署が行

う所有者不明土地や空き家についての相続人調査業務の受

託の場面などがある。

（参考）一人法人を許容している他の士業法

①弁護士法（昭和24年法律第205号）

②社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）

(参照条文）

2



○新司法書士法

3

改正法 現行法

(設立の手続）

第三十二条司法書士法人を設

立するには、その社員となる
声

フ とする司法書士が、定款を

定めなければならない。

2． 3 （略）

(設立の手続）

第三十二条司法書士法人を設

社員 となる
『二

V_ Iするこは、 その

うとする司法書士が、共同し

て定款を定めなければならな
－

い 0

2．3 （同上）

(解散）

第四十四条 （略）

一～六

七
－

(略）

社員の欠亡

(削る）

2司法書士法人は、前項第三
一

号の事由以外の事由により解

散したときは、解散の日から

二週間以内に、その旨を、主

たる事務所の所在地の司法書

(解散）

第四十四条 （同上）
ロ 全

一一'~､-'ノ､

(新設）

(同上）

2 司法書士法人は、前項の規
1■■■■■■■■■

定による場合のほか、社員が

一人になり、そのなった日か

ら引き続き六月間その社員が

二人以上にならなかった場合

においても、その六月を経過

した時に解散する。

3 司法書士法人は、
－

第一項第

三号の事由以外の事由により
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

解散したときは、解散の日か



○新土地家屋調査士法

4

士会及び日本司法書士会連合

会に届け出なければならな

い。

3 （略）
一

ら二週間以内に、その旨を、

主たる事務所の所在地の司法

書士会及び日本司法書士会連

合会に届け出なければならな

い 0

4 （同上）
－

(司法書士法人の継続）

笙四土四全Q三 司法書士法人

の清筧人は、社員の死亡によ

り前条第一項第七号に該当す

華た場今に限りろに ‐つ ロ、ー 、 当該

社員の相続人（第四十六条第

三項において準用する会社法

第六百七十五条において準用

する同法第六百八条第五項の

椙帝に上り朴邑の権禾||券行伸

する者が定められている場合

にはその者）の同意を得て、

新たに社員を加入させて司法

書士法人を継続することがで

きる 0

(新設）



5

改正法 現行法

(設立の手続）

第三十一条調査士法人を設立

するには、その社員となろう

とする調査士が、定款を定め

なければならない。

2．3 （略）

(設立の手続）

第三十一条調査士法人を設立

するには、 その社員と なろう

とする調査士が、 共同して定

款を定めなければならない。

2． 3 （同上）

(解散）

第三十九条 （略）
ロ ー

ー一"ヘジノ､

七
一

(略）

社員の欠亡

(削る）

2調査士法人は、前項第三号
■■■■■■■■■■■■■

の事由以外の事由により解散

したときは、解散の日から二

週間以内に、その旨を、主た

る事務所の所在地の調査士会

(解散）

第三十九条 （同上）
Ⅱ 一

~~一〆､-'ノ、

(新設）

(同上）

2調査士法人は、前項の規定
4■■■■■■■■■

による場合のほか竺社員が一

人になり、そのなった日から

引き続き六月間その社員が二

人以卜にならなかった場合に

おいても、その六月を経過し

た時に解散する里

3調査士法人は、
■■■■■■■■■■■■

第一項第三

号の事由以外の事由により解

散したときは、解散の日から

二週間以内に、その旨を、主

たる事務所の所在地の調査士



○弁護士法（平成二十四年法律第二百五号）

（設立の手続）

第三十条の八弁護士法人を設立するには、その社員になろうとす

る弁護士が、定款を定めなければならない。

6

及び調査士会連合会に届け出

なければならない。

3 （略）
－

会及び調査士会連合会に届け

出なければならない。

4 （同上）
－

（調査士法人の継続）

第三十九条の二 調査士法人の

清筧人は、社員の死亡により

前条第一項第七号に該当する

に至 ﾂつ
■■■■■■■■ﾛ■■

貝Q主且

。。

た場合に限り、当該社

続人(第四十一条第三

項において準用する会社法第

六百七十五条において準用す

る同法第六百八条第五項の規

定により社員の権利を行使す

る者が定められている場合に

はその者）の同意を得て堅新

弁に朴邑券加入太廿て調杏士

法人を継続することができ

る。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(新設）



2． 3 （略）

（解散）

第三十条の二十三弁護士法人は、次に掲げる理由によって解散す

る。

一～六 （略）

七社員の欠亡

2 （略）

○社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）

（設立の手続）

第二十五条の十一社会保険労務士法人を設立するには、その社員

になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならな

い。

2 （略）

（解散）

第二十五条の二十二社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によ

って解散する。

一～六 （略）

七社員の欠亡

2 （略）

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 |】
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民事局作成

源馬謙太郎議員（国民）
(対悶･副大臣･政務旬
5月31日（金）衆・法務委

〔司法書士の業務範囲の拡大の経緯について〕

司法書士の業務範囲については， これまで， 司法

制度改革審議会意見（平成13年6月）を踏まえ，
平成14年の司法書士法の改正（注1）により，箇

関する業務が新たに追加されている旦裁訴訟代理に

17年の司法書士法の改正（注2）にまた，平成

より，筆界特定制度が倉1設された際にも,司法書士

は，一定の価額以下の土地に関する筆界特定手続の
代理業務も業務範囲に加えられている。

このように，法務省においては， これまで， 司法

書士の業務範囲を必要に応じて拡大してきている
ところである。

〔業務の拡大に向けた見直しについて〕

そして， 司法書士の業務の更なる拡大に向けた見

直しについては， 司法書士を取り巻く社会情勢の変
化を踏まえつつ， 引き続き， 司法書士と関連他士業

との相互連携の状況なども慎重に見定めながら，各

11

4問司法書士の；
て ツ 法務省と
るのか，法務。

けた見直しについ

な見解を持ってい
向
う

務の拡大に
て｛ のま湾よ
庫に ～問っ。

」
三
民
〆
一

心



専門職者がその専門性を発揮して我が国社会に貢

献していくことができるよう，検討を深めてまいり

立二旦呂」
(注1）司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する

法律（平成14年法律第S3号）

(注2）不動産登記法等の一部を改正する法律（平成17年

法律第29号）

（参照条文）

○司法書士法（昭和25年法律第197号）
（業務）

第三条司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼
を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一登記又は供託に関する手続について代理すること。
二法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。 ）
を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審
査請求の手続について代理すること。

四裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続
（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第六章第二節の
規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審
査請求の手続をいう。第八号において同じ。 ）において法務局若
しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的
記録を作成すること。

五前各号の事務について相談に応ずること。

六簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。

2



ただし、上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件
の判決、決定又は命令に係るものを除く。 ） 、再審及び強制執行
に関する事項（ホに掲げる手続を除く。 ）については、代理する
ことができない。

イ民事訴訟法(平成八年法律第百九号）の規定による手続（ロ
に規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除
く。 ）であって、訴訟の目的の価額が裁判所法（昭和二十二年
法律第五十九号）第三十三条第一項第一号に定める額を超えな
いもの

ロ民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同
法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の
価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えない
もの

ハ民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前
における証拠保全手続又は民事保全法（平成元年法律第九十一
号）の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁
判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
二民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）の規定に
よる手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十
三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第二章第二節第四
款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求
の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えな
いもの

七民事に関する紛争（簡易裁判所における民事訴訟法の規定に
よる訴訟手続の対象となるものに限る。 ）であって紛争の目的の
七

価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないも
のについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の
和解について代理すること。

八筆界特定の手続であって対象土地（不動産登記法第百二十三
条第三号に規定する対象土地をいう。 ）の価額として法務省令で
定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額
に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法

3



務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項
第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代
理すること。

2前項第六号から第八号までに規定する業務（以下「簡裁訴訟代
理等関係業務」 という。 ）は、次のいずれにも該当する司法書士
に限り、行うことができる。

一簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実
施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者
であること。

二前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等
関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であるこ
と。

三司法書士会の会員であること。

3法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修に
ついてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能
力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすもの
であること。

二研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のため
に適切なものであること。

三研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行す
るに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保
するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対
し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、
又は必要な命令をすることができる。

5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとする
ときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければなら
ない。

6第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本
文（民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する
場合を含む。 ）の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで
又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となること

4



〆

ができる。

7第二項に規定する司法書士であって第一項第六号イ及びロに

掲げる手続において訴訟代理人になったものは、民事訴訟法第五

十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、
強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二

項に規定する司法書士であって第一項第六号イに掲げる手続の

うち少額訴訟の手続において訴訟代理人になったものが同号ホ

に掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでな

い。

その業務を行8 司法書士は、第一項に規定する業務であっても、その業矛

うことが他の法律において制限されているものについては、 れ
｝
」

を行うことができない。

■ ’ |】【責任者 民事局 村松民事第二課長 内線 携帯
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
源馬謙太郎議員（国民）

5問 「所有者不明土地」や「空き家」問題に対して，司
法書士と土地家屋調査士はどのように関与していくこと
を想定しているのか，法務当局に問う。

（答）

1 司法書士及び土地家屋調査士は，それぞれ，不動産登記の

うち，権利の登記と表示の登記の専門家として，幅広く活躍
をされており （注1） ， これまでも，所有者不明土地問題や
空き家問題等に関しても，重要な取組をされてきているもの
と承知している （注2） 。

3 例えば，所有者不明土地問題に関しては， 司法書士は， こ
れまで，相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行
ってきているほか（注3） ，平成30年11月に一部施行さ

れた｢所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
に基づいて進められている長期間にわたり相続登記がされて
いない土地についての登記名義人となり得る者の調査の実施

等に関しても，その主たる担い手となっている。

4 また，士地家屋調査士は， これまで，相続登記の促進のた
めの取組を法務局と連携して行ってきているほか，今国会で

成立した「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に
関する法律」で創設される「所有者等探索委員」の主要な担
い手としての活躍も期待されている。

5 他方，空き家問題に関しても，司法書士及び土地家屋調査
士は，それぞれの専門的な知見を活かし，市町村が設置する
空家対策協議会の構成員として参画するなど，空き家対策の
推進に積極的に協力しているところである。

6 このほか，経済財政運営と改革の基本方針2018 （平成
30年6月15日閣議決定）等の政府方針において， 202
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0年中に所有者不明土地問題の解決に向けた民法，不動産登
記法の見直しを行うこととされているが， この検討の過程に
おいても， 司法書士及び土地家屋調査士は，不動産登記の専
門家として，積極的に検討に参画され，有益な御提言をいた
だけるものと期待しているところである。

(注1）司法書士・土地家屋調査士の業務範囲の拡大

①司法書士の業務範囲については,簡裁訴訟代理等関係業務や成年
後見･財産管理業務への関与が大幅に増加するなど業務範囲が拡大
しており， また，その活動範囲も広域化してきている。

②土地家屋調査士の業務範囲については,民間紛争解決手続代理関
係業務や地図作成･地籍調査等の分野において活躍の場が拡大して
おり， また，その活動範囲も広域化してきている。

③司法書士及び土地家屋調査士は，共に，空家問題・所有者不明土
地問題への対応， 自然災害における復興支援等に，専門家として参

画するなどしている。

(注2）所有者不明土地問題の解決のための関与

①司法書士については,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法（平成30年法律第49号）に基づき，登記官が起業者
その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに
応じてする所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無の調査及び

所有権の登記名義人となり得る者の探索に関し,法務局からの委託
を受け，その調査等の業務を実施している。

②土地家屋調査士については,経済財政運営と改革の基本方針20
18において， 「変則的な登記の解消を図るため，必要となる法案
の次期通常国会への提出を目指す｣ことが明記され,これに基づき，

法務省は｢表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する

法律案」を提出し，本年5月17日に成立したところ， この法律で

創設される所有者等探索委員の主要な担い手として活躍が期待され

ている。

(注3）相続登記の促進の取組
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例えば， 日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会と共同し
フレットを作成て,三者連名による相続登記促進のための広報用リ

竺

している。
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

（金）
(国民）

令和元年5月31日
源馬謙太郎議員

6問税理士などと同様に，司法書士においても一定の研
修の修了を義務付けるべきではないか,法務当局に問う。

（答）

1 現在の司法書士法においては， 司法書士試験に合格した者
には，司法書士となる資格が与えられることとされており，
一定の実務経験や研修の終了を要することなく，登録の申請
をすることができることとされている （司法書士法第4条第
1号，第8条，第9条） 。

2 これに対し，例えば， 司法書士についても，一定の研修の
修了を義務付け，研修を修了しなければ司法書士の登録をす
ることができないといった措置（注1）を講ずるべきである

との指摘があることは承知している。

もっとも，現在， 日本司法書士会連合会や各司法書士会に
おいては，司法書士試験合格後登録前の研修が自主的に実施
されており （注2） ，研修生の受講意欲の向上に向けた研究
や工夫も重ねられているものと承知している。そのような自
主性を尊重することも重要であると認識している。

3 法務省としては，今後も日本司法書士会連合会等の関係団
体と連携しつつ，司法書士の資質を担保するための方策につ
いて検討してまいりたい。

(注1）登録前研修を要件としている士業の例（弁理士）

弁理士となる資格を得るためには,弁理士試験に合格した者等であ

って，経済産業大臣が行う実務修習を修了する必要がある（弁理士法

第7条，第16条の2） 。

(注2）登録前研修（新人研修）は， 日本司法書士会連合会が行う①中

－1 －



央研修（集合研修） ，②ブロック新人研修，各司法書士会が行う③司

法書士会研修（事務所配属研修： 6週間以上）に分かれている。この

うち①の中央新人研修の平成29年度試験合格者の受講率は，約90

％である。

（参照条文）

○司法書士法

（資格）

第4条次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。

一司法書士試験に合格した者

二裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその

職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律

に関する知識及び実務の経験を有する者であって、法務大臣が前条第1項第

1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有する

と認めたもの

（司法書士名簿の登録）

第8条司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、 日本司法書士

会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属す

る司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 司法書士名簿の登録は、 日本司法書士会連合会が行う。

（登録の申請）

第9条前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする

地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経

由して、 日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その

他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する

書類を添付しなければならない。

○税理士法（昭和26年法律第237号）

（税理士の資格）

第3条次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第

1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する
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事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要と

する。

一税理士試験に合格した者

二第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により

税理士試験を免除された者

三弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。 ）

四公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。 ）

2 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第16条の2第1項の規定によ

り同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、 この法律の規定の適用

については、公認会計士とみなす。

3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定す

る実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修

を修了した公認会計士とする。

○弁理士法（平成12年法律第49号）

（資格）

第7条次の各号のいずれかに該当する者であって、第16条の2第1項の実務

修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。

一弁理士試験に合格した者

二弁護士となる資格を有する者

三特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期

間が通算して七年以上になる者

（実務修習）

第16条の2 実務修習は、第7条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに

必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため､経済産業大臣が行う。

2 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。

一毎年一回以上行うこと。

二弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。

三実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年

以上従事した経験を有するものであること。
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（参考）平成31年4月11日参議院・法務委員会会議録抜粋

○山口和之君 （中略）

「ただ、問題があるとすれば、高度な教育水準を確保できているかという点でご

ざいます。現行法上も今回の法改正も、司法書士試験を合格した者は無条件で司

法書士登録が可能であり、試験科目以外のことを全く身に付けていなくても司法

書士業務ができることというふうになっております｡幾ら難しい試験だとはいえ、

ペーパーテストだけで専門職に必要な高度な教育水準を確保することができるか

は疑問が残るところです。司法書士会連合会の試験の合格後の研修を見ると、二

か月間の研修をしてようやく実務を覚えるということをしていると聞いておりま

す。国で定めている資格と現場とのギャップはそこにあると思います。

法律事務所の専門家として司法書士の質を担保するためには、登録前研修を義

務化すべきではないでしょうか。また、その際に、司法書士試験合格者の八割ほ

どがすぐに合格して受けている簡易裁判所代理権を取得するための特別研修も、

登録前研修の内容とすることによって、 より高度な教育水準を確保することが可

能になると思います。

このことについて、山下大臣の御見解はいかがでしょうか。

○国務大臣（山下貴司君） 御指摘のとおり、司法書士の先生方におかれては、

強い使命感を持って重要な役割を果たされているところでございます。

そして、御指摘のとおり、現在、司法書士の研修については、 日本司法書士会

連合会の会則に基づく研修や、全国各地の各司法書士会が独自に行う研修等が実

訓指摘の啓録前母

得するための研修については、全ての司法書士について受講義務があるとまでは

しておりますされていないものと承知

あった登録前研ついてでございますが、御提案のの義務化にまず、登録前研修

賃を担保する良い手段の一つであるとも認識しておりま修の義務化も司法書士の

ている登録前研修は、日本司法書士会連合会や各司法現在実施されす。他方で、

研修生の受講意欲に実施されているものでございまして、書士会において自主的

の向上に向けた研究や工夫も重ねられているものと承知しております。

した自主性を尊重することも重要ではないかと考えているところでございそう

まして、法務省としては、今後も日本司法書士会連合会等の関係団体と連携しっ

つ、司法書士の質を担保するための方策について検討してまいりたいと考えてお

ります。

そして、簡裁訴訟代理権を取得するための研修は、 これは司法書士法の規定に
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’
一

基づくものでございまして、研修内容についても、研修時間を百時間以上とする

など所定の基準を充足することが必要となるものでございます。

こういった一定の負担があることを考えると、簡裁訴訟代理業務を行う予定の

ない方も含めて全ての司法書士にその受講義務を負わせることについては、 この

受講者の負担なども考慮する必要があることから、慎重な検討を要すると考えて

いるところでございます。

○山口和之君簡易裁判所の代理権を取得するための特別研修は、八割方、ほぼ

ほぼの方が受講しているということを考えて、また、いわゆるその資格を取得し

た後に二か月間をやらねば恐らくその実務というのはなかなか難しいということ

を考えれば、この実務研修と一緒に八割方取っているものをしっかり担保すると

いうことは、国民にとっても非常に重要なことかというふうに考えます。

全ての司法書士について高度な教育水準や実務能力を確保されれば、司法書士

にとっても国民にとってもより良い結果になると思います。是非前向きに検討を

するべきと思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 」

－5－



－－－

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
源馬謙太郎議員（国民）

7問土地家屋調査士の使命に関する規定では， 「土地家
屋調査士は,不動産の表示に関する登記及び土地の筆界
を明らかにする業務の専門家として， 」とされ，この二
つに限定されているかのように感じてしまうが，もっと
広く解釈できても良いのではないか，法務当局に問う。

（答）

1 改正法案による改正後の土地家屋調査士法第1条において，
「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする

業務の専門家として」 と規定しているのは，土地家屋調査士
がこれらの業務をその本来的な業務としている専門家である

ことを明確にする趣旨である （注） 。

2 そのため， この文言によって，土地家屋調査士が行うこと
ができる業務がこれらの業務に限定され，土地家屋調査士が

現在行っている業務を行うことができなくなるといったこと

や，将来新たな業務を行うことが制約されるといったことは
生じないと考えている。

3 新たにこのような使命規定を設けることにより，個々の土

地家屋調査士がより一層使命感を高め，能動的にその職責を
果たしていくことを期待しており，その専門性に基づき，不

動産の表示登記や筆界に関する業務だけでなく，登記所備付

地図の作成， 自然災害への対応所有者不明土地問題への対

応など， より幅広い分野で更に活躍いただくことを期待して
いる。

(注）新司法書士法第1条の「その他の法律事務」の意義

改正法案による改正後の司法書士法第1条における「その他の法律

事務」 とは， 「この法律（司法書士法）の定めるところによりその業

務とする」 との限定が付されていることから，司法書士法第3条の定
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める業務のうち「登記，供託，訴訟」以外のもの（例えば，法務局に
提出する帰化許可申請書の作成など）を指すものである。

(参照条文）

のｲ壺台

土地家産

の華惑ぴ

栄 この法律に
一

の割麿か市め．

の円滝

姪天llの日月刷

窪釆IIの日月稲

国民生沽の強

黄参』古今レーォー

○土地家屋調査士法

（業務）

第三条調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は

－2－

改正法 現行法

改正法 現行法

(司法書士の使命）

第一条 司洪書十は‐この法律の定め

スルァスに上り子の業務とする夢

言円世言毛一 訴訟その他の法律事務の

宙日日毒シ1 －‐て 圃毘の権禾ll葬擁講し、

&､って白中かつ公秬な社会の形成に

害与寸ろこと表使命とする。

（目的上

第一条 ?-の洪極は、司法書士の制

底か壼崩子の業務の適正を図る

－少IF- ]- V) 容記．供託班び訴訟

竺l了函÷ろ手続の滴正かつ円滑な

宝1布l了譽1／ ← #､って国民の権利の

ｨ呈華l了琴与十ろ筐シ弁目的とする。



測量

二不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続に

ついての代理

三不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続に

ついて法務局又は地方法務局に提出し､又は提供する書類又は電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第五号において同じ。 ）の作成

四筆界特定の手続（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第六章第
二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請

求の手続をいう。次号において同じ。 ）についての代理

五筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書
類又は電磁的記録の作成

六前各号に掲げる事務についての相談

七土地の筆界（不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第

二十五条第二項において同じ。 ）が現地において明らかでないことを原因と

する民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続（民間事業者が、紛争の当事

者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方から

の依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う
裁判外紛争解決手続（訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとす
る紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をい

う。 ）をいう。 ）であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うこと
ができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについ

ての代理

八前号に掲げる事務についての相談

2～5 （略）

○司法書士法（昭和25年法律第197号）

（業務）

第三条司法書士は、 この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次
に掲げる事務を行うことを業とする。

一登記又は供託に関する手続について代理すること。

二法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子
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的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。第四号において同じ。 ）を作成すること。ただし、同号に掲げる事務

を除く。

法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続

について代理すること。

裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続（不動産登記法

（平成十六年法律第百二十三号）第六章第二節の規定による筆界特定の手続

又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において

同じ。 ）において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類

若しくは電磁的記録を作成すること。

前各号の事務について相談に応ずること。

簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴

の提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に

係るものを除く。 ） 、再審及び強制執行に関する事項（ホに掲げる手続を除

く。 ）については、代理することができない。

イ民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定による手続（ロに規定する

手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。 ）であって、訴訟の

目的の価額が裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第三十三条第一項

第一号に定める額を超えないもの

ロ民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規

定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三

条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠

保全手続又は民事保全法（平成元年法律第九十一号）の規定による手続で

あって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定

める額を超えないもの

二民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）の規定による手続であ

って、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定め

る額を超えないもの

ホ民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第二章第二節第四款第二目の規

定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第三十

三条第一項第一号に定める額を超えないもの

一
一
一

四

五
六
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七民事に関する紛争（簡易裁判所における．民事訴訟法の規定による訴訟手続

の対象となるものに限る。 ）であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三

条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁

事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八筆界特定の手続であって対象土地（不動産登記法第百二十三条第三号に規

定する対象土地をいう。 ）の価額として法務省令で定める方法により算定さ

れる額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られるこ

ととなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法

第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、

又は代理すること。

2～8 （略）

(参考）平成31年4月11日参議院・法務委員会会議録（抜粋）

｢○小川敏夫君 （略）

次に、今回、司法書士法と土地家屋調査士法のこの条文を、使命の条文を見比

べてみますと、司法書士法の方は、業務が列記して最後にその他のということが

あるので、列記した業務のほかにそれに関連するといいますか、その他の業務と

いうことで幅広い条文の規定の仕方になっておるわけですが、土地家屋調査士法

の条文の方は、などとかその他が入っていないので、第一条ですか、 「土地家屋

調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門

家として、 」 と、この二つしか入っていなくて、などという言葉もないし、司法

書士法にあるその他という言葉がないから、この条文だけ文字どおり読むと、不

動産の表示に関する登記と土地の筆界を明らかにする業務の専門家、これだけが

仕事というふうにも読み取れる規定なんですよね。ちょっとバランスが悪い。

土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうです

し、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建

物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、 これからも空

き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有す

るのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定すると

いう非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士さんの仕事だと思うんで

すね。だけど、 これはこの条文に言う表示の登記でもないし筆界の特定でもない

わけです。

ですから、 この条文の規定ぶりは、土地家屋調査士さんの仕事を何かあたかも

狭く限定したかのように誤解を招く規定でありますし、司法書士法のこの規定ぷ
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りと比較しても、ちょっと規定の仕方がまずいんじやないかと思うんですが、

れはいかがでしょう。

○国務大臣（山下貴司君） お答えいたします。

｝
」

改正法案における一条において、 「不動産の表示に関する登記波まず、

ノ】

な専門性に基づいてよりでありまして、さらにそのようとを明確化する趣旨うこ

ただくことを期待しているというところでございます。､分野で御活躍い幅広し

できなくなるといつる業務を行うことが土地家屋調査士の先生方が現在行ってい

業務を行うことが制約されるといったことは生じないといたことや、将来新たな

うふうに考えております。

小川敏夫君そこのところもしっかりと法律上も明示していっていただきたかっ

たわけですけれども、今の大臣の答弁をしっかり踏まえた対応をしていただきた

○小川敏夫君

いというふうに思います。 」
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
源馬謙太郎議員（国民）

8問司法書士は140万円を超える民事事件の相談・和
解・代理を行うことが許されておらず，これを行ってし
まうと弁護士法違反として刑事処罰の対象となってしま
うため， 140万円を超えたら司法書士は対応できなく
なるが， これをどう考えるか，法務当局に問う。

（答）

1 （委員御指摘のとおり， ）司法書士法第3条第1項第6号

及び第7号の規定により，司法書士が取り扱うことのできる

民事訴訟手続の代理業務権限については，簡易裁判所におけ

る訴訟の目的の価額が140万円を超えないものに限定され

ている。

そのため，訴訟の目的の価額が140万円以上である紛争
については，司法書士はその代理等を行うことはできないこ

とになる。

2 もつとも， このように司法書士の取り扱うことのできる紛

争の範囲が，一定の金額を超えないものに限定されているの

は， このような紛争については，その解決に必要となる法律

的知識等の内容にかんがみ，信頼性の高い能力担保措置を前

提に，弁護士だけではなく，司法書士にもこれを取り扱わせ

ることが国民の利便性向上の観点からも相当であると考えら

れたためである。

このような経緯を踏まえると，司法書士が取り扱うことが

できる訴訟手続の代理等の業務に一定の限度を設けているこ

とには，合理性があるものと考えている。

（参照条文）

○司法書士法

（業務）
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第三条司法書士は、 この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次

に掲げる事務を行うことを業とする。

一～五 （略）

六簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の

提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係る

ものを除く。 ） 、再審及び強制執行に関する事項（ホに掲げる手続を除く。 ）

については、代理することができない。

イ民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定による手続（ロに規定する手続

及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。 ）であって、訴訟の目的の価

額が裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第三十三条第一項第一号に定め

る額を超えないもの

ロ民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定に

よる支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項

第一号に定める額を超えないもの

ハ民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全

手続又は民事保全法（平成元年法律第九十一号）の規定による手続であって、

本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超え

ないもの

二民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）の規定による手続であって、

調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超え

ないもの

ホ民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第二章第二節第四款第二目の規定に

よる少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第三十三条第一

項第一号に定める額を超えないもの

七民事に関する紛争（簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の

対象となるものに限る。 ）であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第

一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の

手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八 （略）

筆界特定の手続であって対象土地（不動産登記法第百二十三条第三号に規定する

対象土地をいう。 ）の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合
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計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の

割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第

一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

2～8 （略）

○裁判所法

第三十三条（裁判権） 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有す

る。

一訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求（行政事件訴訟に係る請求を

除く。 ）

二罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第

百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟

(略）2 ． 3
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一三

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
源馬謙太郎議員（国民）

9問司法書士でないものが司法書士に対して，業として
司法書士業務の周旋を行う行為を取り締まる規定が設け
られていないが，これを取り締まる規定が必要なのでは
ないか，法務当局に問う。

（答）

1 司法書士以外の者が， 司法書士に対して司法書士業務を斡
旋（あっせん） し，他方で， 司法書士からその対価を得ると
いう周旋行為を禁止する必要があるのではないかとの指摘が
あることについては，承知している（注） 。

士業の業務に関連して， このような周旋行為を業とするこ
とを禁止する規定は，弁護士法には存在するものの（同法第
72条),他の士業法においては同趣旨の規定は存在しない。
そこで， このような司法書士に関する周旋行為がどの程度
行われているのかの実態把握や， どのような弊害を生じさせ
ているのかなどを関係団体と連携しつつ十分に把握するとと

もに， このような禁止規定を設けることの影響についても，
見極める必要があるものと認識している。

2法務省としては，委員の御指摘も踏まえつつ，司法書士に
ついて周旋を禁止する規定を設けることの要否について検討
してまいりたい。

(注）司法書士が，第三者に周旋行為を要求する行為は， 「不当な手段
によって依頼を誘致する」行為として，司法書士法施行規則第26条

（依頼誘致の禁止）に違反するものと解される。

（参考）参照条文

○弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）

（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）
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一

第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非

訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事

件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律

事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。た

だし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、 この限りでない。

○司法書士法施行規則（昭和五十三年法務省令第五十五号）

（依頼誘致の禁止）

第二十六条司法書士は、不当な手段によって依頼を誘致するような行為をして

はならない。
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令和元年5月31日 （金） 衆・法務委員会
源馬謙太郎議員（国民） 対法務当局（民事局）

10間経済産業省のグレーゾーン解消制度によって,W
EBサイトを通じたサービスにより株式会社の本店移転
の登記に関して実質的なアドバイス及び書類を作成する
ことを可能としたが，これは司法書士法違反に当たるの
ではないか，法務当局に問う。

（答）

1 産業競争力強化法のいわゆる「グレーゾーン解消制度」 （注
1）に基づき，経済産業大臣から，法務大臣に対して,WE
Bサイトを通じたサービスに関し，司法書士法の解釈及び規
定の適用の有無について確認の求めがあったことから，平成
30年8月23日付けで， これに回答したものである。
2 確認の求めの内容は，

①ウェブサイトにおいて，株式会社の本店移転の登記手続
に必要な書類を洗い出すための質問を用意し，利用者の判
断で回答させ一義的な結果を表示し，利用者が入力した情
報を自動的に登記関係書類として生成すること，
②その上で， この書類を代行印刷し，登録免許税として必
要な額の収入印紙を同封し，利用者に送付すること
をサービス内容とする事業が，司法書士でない者が司法書士
業務を行うことを禁止する司法書士法第73条第1項に違反
しないことの確認を求めるというものである。

3 これに対する法務省の回答としては,まず,一般論として，

事業者が， ウェブ上に，本店の移転の登記の申請をするのに
必要な一定の入力フォームを用意し， その上で利用者が自己
の判断に基づき，その入力フォームに用意された項目に一定
の事項を入力して登記申請書を作成するという作成支援行為
や，その際に一般的な法解釈を踏まえたQ&Aを用意するこ
と自体は司法書士法違反には該当しないとしている。
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他方で，個別具体的な事案に応じて入力内容についての相

談を受け，入力内容を具体的に教示する行為は， 司法書士法

第3条第1項第5号の事務に該当するおそれがあるとした上

で，商業登記の申請書に添付すべき書面は株式会社の機関設
計等に応じて異なるのが一般的であり，個別具体的な事案に
応じて必要となる添付書面やその内容について相談を受ける

ことは司法書士法に違反するおそれがある旨を明らかにして

いる。

その上で，結論として，本件の「事業は，株式会社の本店

移転の登記」 という特定の登記「に必要となる登記申請書，

印鑑届書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する

場合に限定されていること」を前提として確認した上で， さ

らに， 「個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別
具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて」

との条件を付して，司法書士法との関係で実施可能であると

したものである。

4法務省としては， このように，今回の回答により実施が許

容される事業の範囲はただ今述べた条件を満たす場合に限ら

れるものと回答しているところであり，仮に，個別の事業者

において， この範囲を超える事業を実施した場合には， 司法

書士法第3条第1項所定の事務を司法書士でないものが行っ

たものとして，厳格に対処する必要があるものと認識してい

る。

法務省としては，サービス内容や宣伝広告の内容（注2）

を含めたこのような事業活動の実態を注視し，司法書士法等

に抵触することがないかどうかを見極めた上で，違法な行為

を認知した場合には，関係機関及び関係団体と協力しつつ，

適切に対処してまいりたい。

(注1）グレーゾーン解消制度
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いわゆる「グレーゾーン解消制度」 とは，産業競争力強化法（平成2

5年法律第98号）第7条の規定に基づき，事業者が，現行の規制の適

用範囲が不明確な分野においても,安心して新事業活動を行い得るよう，

具体的な事業計画に則して，あらかじめ，規制の適用の有無を確認する

ことができるようにする制度である。

（注2）本事業活動の問題点は，司法書士と同レベルのサービスがウェ

ブ上で安価に提供される旨をうたった宣伝広告を行う点にもあるとの指

摘もあることから，事業活動全般を対象として実態を把握する必要があ

ると考えられる。

（参考1）

「産業競争力許可法第7条第3項の規定に基づく回答について｣及び｢本

件回答により実施が許容される事業の範囲について」 （法務省HP)

（参考2）

平成28年12月27日付け経済産業省プレスリリース「建物滅失登

記申請を補助するサービスに係る土地家屋調査士法の取扱いが明確にな

りました～産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用～」

（参照条文）

○産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（解釈及び適用の確認）

第七条新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、

主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動

に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令（告示を含む。以下こ

の条及び第十四条において同じ。 ）の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれ

に関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求める

ことができる。

2 （略）

3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用

の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関

するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求
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めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、

遅滞なく、当該主務大臣に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公

表するものとする。

4 （略）

○司法書士法（昭和25年法律第197号）

（業務）

第三条司法書士は、 この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次

に掲げる事務を行うことを業とする。

一登記又は供託に関する手続について代理すること。

二法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四

号において同じ。 ）を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三・四 （略）

五前各号の事務について相談に応ずること。

六～八（略）

2～8 （略）

（非司法書士等の取締り）

第七十三条司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協

会を除く。 ）は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行っては

ならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、 この限りでない。

2～5 （略）

第七十八条第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。
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